
証券コード　7833
平成28年３月10日

株 主 各 位
東京都千代田区西神田三丁目１番６号

株式会社アイフィスジャパン
代表取締役 大 沢 和 春

第21回定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第21回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご
出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決権行使書
用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成28年３月24日（木曜日）午後５時30分
までに折返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年３月25日（金曜日）午前10時　（受付開始：午前９時）
（開催時刻が昨年と異なりますので、お間違えのないようご注意

ください。）
２．場 所 東京都千代田区西神田三丁目２番１号

住友不動産千代田ファーストビル南館
ベルサール神保町　３階会議室

（会場が昨年と異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」
をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １.第21期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）事業報

告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

２.第21期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、
修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.ifis.co.jp）に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(平成27年１月１日から
平成27年12月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策や金融政策等により、

雇用・所得環境の改善傾向が継続していることから、景気は緩やかな回復基調

で推移いたしました。一方で、海外において、中国を起因とする世界同時株安、

原油安による影響など、依然として不透明な情勢が続いております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、金融市場が引き続き好

調を維持していることを受けて、投資信託関連や証券会社向けサービスが順調

に業績を伸ばすとともに、金融関連以外の分野においても事業会社向け受託開

発が好調に推移してきております。また、平成27年２月の事業譲受により「Ｗ

２Ｐクラウド」「楽だねonline」等の新たな事業を追加し、サービスラインナ

ップの充実を図ってまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は4,241百万円（前年同期比533百万円

増、14.4％増）、営業利益は582百万円（前年同期比202百万円増、53.3％増）

となりました。また、経常利益は594百万円（前年同期比201百万円増、51.4％

増）、当期純利益は381百万円（前年同期比115百万円増、43.4％増）となりま

した。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

＜投資情報事業＞

証券会社向けシステムソリューションが、大手証券会社向けサービスを

中心に業績を大きく伸ばすとともに、　『IFIS Research Manager』（アイ

フィス・リサーチ・マネージャー）や『IFIS Consensus Manager』（アイ

フィス・コンセンサス・マネージャー）、資本市場関係者向けリアルタイ

ムニュースなどの主力商品が着実に業績を伸ばしてきております。

その結果、売上高は761百万円（前年同期比52百万円増、7.5％増）、営

業利益は400百万円（前年同期比84百万円増、26.7％増）となりました。
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＜ドキュメントソリューション事業＞

株式市場の活況に伴い、証券調査レポートやＩＲ関連印刷物の受注量が

増加傾向に転じ、関連する配送関連事業も増収に転じるなど明るい兆しが

見えてきております。また、平成27年２月よりＷ２Ｐクラウドサービス等

の新たなサービスを追加し、事業内容の拡充を図ってまいりました。

その結果、売上高は1,070百万円（前年同期比168百万円増、18.7％増）、

営業利益は140百万円（前年同期比38百万円増、37.5％増）となりました。

＜ファンドディスクロージャー事業＞

投資信託市場は、株式市場の好調と円安基調が継続していることを受け

て、投資信託ファンド数及び純資産総額ともに増加傾向が続いております。

これらの影響により当社における投資信託関連の印刷受注量は引き続き好

調を維持しており、業績を着実に伸ばしております。また、確定拠出年金

向けシステムソリューションサービスや印刷サービスが業績を拡大してお

ります。

その結果、売上高は1,626百万円（前年同期比217百万円増、15.4％増）、

営業利益は403百万円（前年同期比85百万円増、27.1％増）となりました。

＜ＩＴソリューション事業＞

主力事業である証券・金融業向けシステムソリューションサービスが堅

調に推移するとともに、事業会社向けの受託開発が業績を大きく伸ばして

おります。

その結果、売上高は766百万円（前年同期比87百万円増、12.9％増）、営

業利益は41百万円（前年同期比2百万円減、5.3％減）となりました。

＜その他事業＞

「データ化サービス」や「ＥＣワンストップサービス」などの提供を開

始し、より利便性の高いサービス内容の追求に従事しております。

その結果、売上高は16百万円（前年同期比6百万円増、66.4％増）、営業

損失は53百万円（前年同期は32百万円の営業損失）となりました。
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事 業 区 別 売 上 高 構 成 比

投 資 情 報 事 業 761,669千円 18.0％

ドキュメントソリューション事業 1,070,934千円 25.2％

ファンドディスクロージャー事業 1,626,292千円 38.3％

Ｉ Ｔ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 766,022千円 18.1％

そ の 他 事 業 16,835千円 0.4％

合 計 4,241,754千円 100.0％

②　設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は、36,772千円

であります。

　その主なものは、次のとおりであります。

当連結会計年度中に完成した主要設備

新規ソフトウェアの開発等 21,955千円

③　資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。
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(2) 財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第 18 期

(平成24年12月期)
第 19 期

(平成25年12月期)
第 20 期

(平成26年12月期)

第 21 期
(当連結会計年度)
(平成27年12月期)

売 上 高 (千円) 3,159,685 3,454,094 3,708,489 4,241,754

当 期 純 利 益 (千円) 155,043 220,455 265,859 381,254

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 3,219.41 22.84 27.53 39.47

総 資 産 (千円) 2,143,675 2,471,114 2,634,652 3,057,424

純 資 産 (千円) 1,736,956 1,932,720 2,107,999 2,418,375

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 34,949.79 194.63 218.22 250.36

（注）当社は、平成25年５月16日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております
が、第19期連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して１株当たり当期純利
益を算定しております。

②　当社の財産及び損益の状況の推移

区 分
第 18 期

(平成24年12月期)
第 19 期

(平成25年12月期)
第 20 期

(平成26年12月期)

第 21 期
（当事業年度）
(平成27年12月期)

売 上 高 (千円) 1,820,000 2,265,941 2,494,370 2,869,600

当 期 純 利 益 (千円) 45,669 177,559 166,042 280,751

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 948.30 18.40 17.20 29.06

総 資 産 (千円) 1,793,382 2,093,885 2,176,860 2,485,039

純 資 産 (千円) 1,577,039 1,722,177 1,845,693 2,058,595

１ 株 当 た り
純 資 産 額

(円) 32,746.52 178.36 191.07 213.11

（注）当社は、平成25年５月16日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております
が、第19期事業年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益を
算定しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社キャピタル・アイ 80百万円 100.0％
金融市場に関するオンライン情
報サービス及び専門誌・関連書
籍の製作・発行

アイフィス・インベストメント・
マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社

50百万円 100.0％ 投資助言及び情報提供業

株 式 会 社 東 京 ロ ジ プ ロ 20百万円 100.0％
物流コンサルティング及びドキ
ュメントの発送代行業

株 式 会 社 ア イ コ ス 35百万円 100.0％ 翻訳サービス業

株式会社インフォーテック 97百万円 100.0％ ソフトウェア受託開発

有 限 会 社 プ ロ ・ サ ポ ー ト 3百万円 100.0％ 特定信書便及び軽貨物運送業
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(4) 対処すべき課題

当社グループは「情報提供」サービスの電子配信ビジネスと「情報処理」を主

としたドキュメントビジネスを両輪とした事業展開を行ってまいりました。

ここ数年では、電子配信ビジネスにおいて『IFIS Consensus』関連サービスが

着実に業績を伸ばす一方で、関連会社の設立や出資、事業譲受けなどにより企業

集団としての拡大を積極的に推進することにより、サービス提供体制の一層の強

化と、事業ラインナップの充実を図ってまいりました。またドキュメントビジネ

スにおいては、ソリューションと印刷を組み合わせた付加価値の高いサービスへ

の注力や事業譲受けによるW2P（Web to Print）事業の取得等、対策を講じてまい

りました。その結果として情報提供と情報処理の両輪がバランスよく業績拡大に

貢献してまいりました。

当社グループ事業のさらなる拡大を推進するにあたり、下記の課題に対処して

まいります。

①　組織体制について

　当社では、継続的に企業価値を高めていくために、事業規模に応じた内部管

理体制の充実が不可欠であると認識しております。現在、当社グループは国内

に６社の子会社、海外に１社の子会社と１社の関連会社を有する規模に拡大し

てまいりました。各社が適正に事業活動を行っていくために、業容拡大に対応

した組織の整備を行い、内部統制が有効に機能する経営管理体制の確立が重要

であると認識しております。

②　人材の確保と育成について

当社は金融情報サービスベンダーとして、金融市場の進歩や変化に対応でき

る専門家、ＩＴ技術の進化と高度化に対応した技術者、各部門を統括できるマ

ネジメントスキルを備えた人材等の確保が重要な経営課題であると認識してお

ります。

これまでも即戦力となる人材の採用や、パートナー企業との協業により、必

要な専門知識・リソースを確保してきましたが、競合他社を超える革新的な金

融情報サービスを提供していくためには、当社グループ各部門の従業員の専門

性の維持・向上が不可欠と認識しております。そのために当社グループでは社

内研修やＯＪＴを通じて従業員の能力向上を図るとともに、優秀な人材の採用

も積極的に進めております。
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③　システム障害の防止と対応

当社グループの主力サービス『IFIS Research Manager』や『IFIS Consensus 

Manager』は、独自に開発したシステムにより運営されております。既に多くの

投資家の情報インフラとして日々活用されていることから、システムの安定運

用は経営上最も重要な課題の１つと認識しております。

対策として、効率的なキャパシティ管理のほか、２重化構成、24時間監視、

バックアップシステム等の施策により、障害発生を防ぐとともに障害発生時の

混乱及び損害の軽減に努めております。

④　情報セキュリティの強化

機密性の高い情報を扱う当社グループとしましては、現在も万全の情報セキ

ュリティの体制をとっておりますが、個人情報保護法が普及したことにより、

その重要性はますます高まるものと思われます。当社グループといたしまして

は、ネットワークにおけるデータやプログラムの保護、またはプライバシー保

護に関する様々なネットワークセキュリティにおいて、より厳格なセキュリテ

ィ体制を構築することを推進してまいります。

以上を実現するためには、企業基盤を整備し、正確でタイムリーな情報提供が

できる情報処理体制、クオリティーの高いサービスを提供できる営業体制を維持

する必要があります。そのためには優秀な人材の採用と社内教育の充実が不可欠

であると考えております。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援、ご鞭撻をたまわりま

すよう、お願い申しあげます。
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(5) 主要な事業内容（平成27年12月31日現在）

事　　　業 主 要 サ ー ビ ス

投 資 情 報 事 業

・証券調査レポート電子書庫サービス

・業績予想平均値提供サービス

・金融市場に関するオンライン情報サービス

ドキュメントソリューション事業

・金融ドキュメント印刷・配送サービス

・E-mail・Fax同報配信サービス

・上場企業向けIR支援サービス

・Web-To-Printサービス

・翻訳サービス

ファンドディスクロージャー事業

・投資信託関連印刷・配送サービス

・EDINET関連サービス

・確定拠出年金関連サービス

Ｉ Ｔ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業

・金融ソリューション

・ビジネスソリューション

・マイグレーションサービス

そ の 他 事 業
・データ化サービス

・ECワンストップサービス

(6) 主要な営業所（平成27年12月31日現在）

①　当社

事 業 所 名 所 在 地

本 社 東京都千代田区

②　子会社

会 社 名 所 在 地

株式会社キャピタル・アイ 東京都千代田区

アイフィス・インベストメン
ト・マネジメント株式会社

東京都千代田区

株 式 会 社 東 京 ロ ジ プ ロ 東京都文京区

株 式 会 社 ア イ コ ス 東京都千代田区

株式会社インフォーテック 東京都千代田区

有限会社プロ・サポート 東京都文京区
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(7) 従業員の状況（平成27年12月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

セ　グ　メ　ン　ト　の　名　称 従　業　員　数 前連結会計年度末比増減

投 資 情 報 事 業 23名 1名増

ドキュメントソリューション事業 28名 8名増

ファンドディスクロージャー事業 25名 2名増

Ｉ Ｔ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 56名 1名減

そ の 他 事 業 6名 4名増

全 社 （ 共 通 ） 21名 3名増

合　　　　計 159名 17名増

（注）1.  従業員は就業員数であります。
      2． 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門

に所属している者であります。

②　当社の従業員の状況

従　業　員　数 前期末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

76名 9名増 36.3歳 5.5年

（注）従業員は就業員数であります。

(8) 主要な借入先の状況（平成27年12月31日現在）

　該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　株式会社東京証券取引所よりご承認いただき、平成27年８月14日付をもちまし

て、当社株式は東京証券取引所市場第二部から同取引所市場第一部に市場変更い

たしました。
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２．株式の状況（平成27年12月31日現在）

(1) 発行可能株式総数　　　　　33,920,000株

(2) 発行済株式の総数　　　　　10,242,000株

(3) 株主数　　　　　　　　　　　　 3,335名

(4) 大株主（上位10名）

持 株 数 持株比率

株 ％
株 式 会 社 大 澤 商 事 3,220,000 33.33

大 沢 和 春 1,009,000 10.45

株 式 会 社 Ｂ ＆ Ｓ 420,800 4.36

S C B H K  A C  D B S  V I C K E R S  ( H K )
L I M I T E D  -  C L I E N T  A / C

342,800 3.55

鈴 木 智 博 271,000 2.81

大 　 澤 　 由 利 子 200,000 2.07

大 　 澤 　 由 加 子 200,000 2.07

大 澤 弘 毅 200,000 2.07

アイフィスジャパン従業員持株会 173,500 1.80

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式 会 社 （ 信 託 口 ）

126,600 1.31

（注）１．当社は、自己株式を582,237株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており
ます。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状

況

　該当事項はありません。
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４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成27年12月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 大 沢 和 春
株式会社インフォーテック代表取締役
アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社
取締役

取 締 役 野 口 祥 吾

管理担当
アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社
代表取締役
株式会社キャピタル・アイ取締役

取 締 役 中 谷 正 典 営業担当

取 締 役 白 根 裕 久
営業担当
株式会社東京ロジプロ取締役

取 締 役 大 澤 弘 毅

営業担当
株式会社東京ロジプロ監査役
株式会社アイコス監査役
株式会社インフォーテック監査役

取 締 役 岩 橋 淑 行 太陽ハウス株式会社代表取締役

常 勤 監 査 役 大 政 和 郎

監 査 役 森 部 　 章
アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社
社外監査役

監 査 役 長 井 　 治

（注）1.　取締役岩橋淑行氏は社外取締役であります。
2.　監査役大政和郎氏、森部章氏及び長井治氏は社外監査役であります。
3.　監査役森部章氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有するものであります。
4.　当社は取締役岩橋淑行氏、常勤監査役大政和郎氏、監査役森部章氏及び監査役長井治氏を

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支　給　人　員 支　　給　　額

取 締 役
（うち社外取締役）

６名
（１）

35,580千円
（1,200）

監 査 役
（うち社外監査役）

３
（３）

10,600
（10,600）

合 計
９

（４）
46,180

（11,800）

（注）1.　取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.　取締役の報酬限度額は、平成17年３月25日開催の第10回定時株主総会において年額72,000

千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3.　監査役の報酬限度額は、平成17年３月25日開催の第10回定時株主総会において年額20,000

千円以内と決議いただいております。

(3) 社外役員に関する事項

①　他の法人等との重要な兼職の状況

・取締役岩橋淑行氏は、太陽ハウス株式会社の代表取締役であります。同社と

当社の間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。

・監査役森部章氏は、アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社

の社外監査役であります。同社は当社の子会社であります。

②　社外役員の主な活動状況等

会社における地位 氏 名 主な活動状況等

取締役 岩 橋 淑 行
当事業年度中に開催の取締役会16回中16回に出席
し､ 営業活動及び会社経営に関する豊富な経験か
ら議案審議等に必要な発言を適宜行っております｡

常勤監査役 大 政 和 郎

当事業年度中に開催の取締役会16回中16回、監査
役会12回中12回に出席し、人材育成に関する豊富
な経験から議案審議等に必要な発言を適宜行って
おります。

監査役 森 部 　 章

当事業年度中に開催の取締役会16回中16回、監査
役会12回中12回に出席し、税理士としての専門的
見地から議案審議等に必要な発言を適宜行ってお
ります。

監査役 長 井 　 治

当事業年度中に開催の取締役会16回中16回、監査
役会12回中12回に出席し、国際事業に関する豊富
な経験から議案審議等に必要な発言を適宜行って
おります。
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５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 19,700千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合
計額

19,700千円

（注）１．当社と会計監査人との監査契約においては、会社法に基づく監査報酬額と金融商品取引法
に基づく監査報酬額とを区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、当事業年
度に係る会計監査人としての報酬等の額はこれらの合計額で記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算
出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬
等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案

の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場

合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、

会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
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６．会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、企業の存続のためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であると認

識し、特に取締役は法令遵守だけでなく、従業員に率先してコンプライアン

スに対する意識の育成及び維持・向上に努める。

・社長直属の内部監査室は、監査役・監査法人との連携・協力のもと内部監査

を実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図るものとする。

・社長と従業員が直接面談する機会を定期的に設け、問題点や今後の課題など

を社長に報告する体制を整備する。

・「企業行動規範」において反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要

求にも妥協せず毅然とした態度で対処する旨を定めている。また法令、社会

的規範及び企業倫理に反した事業活動を防止するため「内部通報制度」を整

備する。

・特殊暴力防止対策連合会に加盟し、管轄警察署を通じて関連情報を収集でき

る体制を整備し、不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努める。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係

る情報が記載された文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）及びその関連資

料を、文書管理規程その他の社内規程の定めるところに従い、定められた期

間適切に保存するとともに、必要に応じて取締役、監査役及び監査法人等が

閲覧・謄写可能な状況にて管理する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握し、その評

価を行い、これを事業運営に活かす仕組みを整備する。また、リスク管理全

体を統括する担当部門を設置する。

・各部門の長は担当の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価

した上で、適切な対策を実施するとともに定期的に見直しを行う。

・事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に備え、予め必要な対応

方針を整備し、損失を最小限にとどめるために必要な対応を行う。
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状

況の監督等を行う。また取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させる

ため、社内取締役及び各部門のディレクターにより構成される販売会議を毎

週開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項を決定し、慎重な意思決

定を行う体制を整備する。

・業務の運営・遂行については、中長期経営計画及び各年度の活動計画、予算

の立案、各部門への目標付与を行い、その目標達成に向けた具体策を立案、

実行する。

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・社長直属の内部監査室は、監査役・監査法人との連携・協力のもと内部監査

を実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図るものとする。ま

た随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備する。

・社内研修・教育活動において、使用人の法令遵守の意識を高める取り組みを

行う。

⑥　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・現在当社グループでは７社の子会社を有しており、関係会社規程の制定等に

より、グループ全体においてコンプライアンス体制の構築に努める。

・グループ会社は、当社との連携及び情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業

の性質、機関の設計その他の特性を踏まえて、自立的に内部統制システムを

整備することを基本とする。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は

監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くこととする。なお、使

用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査役会の事前の同意を得る

ものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。

⑧　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役会事務局担当者は、監査役より指示された業務の実施に関して、取締

役からの指示、命令を受けない。

・監査役会事務局担当者の人事異動に関しては、事前に監査役に報告し、その

了承を得る。
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⑨　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制

・監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の実行状況を把握するため、取締

役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要事項

を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることのできる体制を構築する。

・取締役及び執行役員は、会社の信用、業績等に重大な悪影響を与える事項、

または重大な悪影響を与えるおそれのある事項が発覚したときには、速やか

に監査役に報告する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、取締役会のほか重要な意思決定会議にも出席し、重要事項の報告

を受ける体制をとる。

・監査役は、監査法人・内部監査室と連携・協力して監査を実施する。

・監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等につい

て意見交換を行う。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用の状況

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

は、以下のとおりであります。

①　取締役の職務の執行について

当事業年度において、取締役会を16回開催しており、取締役及び使用人の職

務の執行が法令及び定款に適合するよう監督を行いました。

②　コンプライアンスへの取り組みについて

当社は、役員及び使用人に対し、定期的にコンプライアンス研修を実施して

おります。また、問題の早期発見・未然防止を図るため、内部通報窓口を外

部弁護士事務所に設置しております。当事業年度において、内部通報の実績

はありませんでした。

③　監査役の職務の執行について

当事業年度において、監査役会を12回開催し、経営の適法性、妥当性、効率

性、コンプライアンスに関して、幅広く意見交換、審議、検証し適宜経営に

対して助言や提言を行いました。また、取締役会や経営会議等の重要な会議

に出席し、各取締役の職務執行について、厳正な監視を実施いたしました。
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(3) 会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基

本方針は、特に定めておりません。

（注）本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨て、比率については四捨五入

して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成27年12月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金　　額 科 目 金　　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

仕 掛 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

2,586,967

2,030,368

400,422

32,031

21,871

102,278

△4

470,456

34,997

9,393

25,604

170,475

60,333

99,219

9,452

1,469

264,983

115,616

2,360

55,914

56,566

24,991

9,535

流 動 負 債 621,820

買 掛 金 203,402

未 払 金 78,743

未 払 法 人 税 等 138,142

前 受 金 91,720

賞 与 引 当 金 14,901

そ の 他 94,909

固 定 負 債 17,228

繰 延 税 金 負 債 2,520

退職給付に係る負債 14,708

負 債 合 計 639,049

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,404,010

資 本 金 382,510

資 本 剰 余 金 438,310

利 益 剰 余 金 1,661,118

自 己 株 式 △77,928

その他の包括利益累計額 14,365

その他有価証券評価差額金 △223

為替換算調整勘定 14,588

純 資 産 合 計 2,418,375

資 産 合 計 3,057,424 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,057,424

（注）この連結貸借対照表における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成27年１月１日から
平成27年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 4,241,754

売 上 原 価 2,661,719

売 上 総 利 益 1,580,035

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 997,235

営 業 利 益 582,800

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,365

受 取 配 当 金 116

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 7,631

為 替 差 益 123

そ の 他 1,122 11,359

営 業 外 費 用

支 払 利 息 44

そ の 他 17 61

経 常 利 益 594,098

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 186 186

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 593,911

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 189,730

法 人 税 等 調 整 額 22,926 212,656

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 381,254

少 数 株 主 利 益 －

当 期 純 利 益 381,254

（注）この連結損益計算書における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年１月１日から
平成27年12月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 382,510 438,310 1,347,482 △77,928 2,090,373

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △67,618 △67,618

当 期 純 利 益 381,254 381,254

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 313,636 － 313,636

当 期 末 残 高 382,510 438,310 1,661,118 △77,928 2,404,010

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益

累計額合計

当 期 首 残 高 7 17,618 17,626 2,107,999

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △67,618

当 期 純 利 益 381,254

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

△231 △3,029 △3,261 △3,261

連結会計年度中の変動額合計 △231 △3,029 △3,261 310,375

当 期 末 残 高 △223 14,588 14,365 2,418,375

（注）この連結株主資本等変動計算書における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示し
ております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数及び連結子会社の名称

　　・連結子会社の数　　　　　　　６社

　　・主要な連結子会社の名称　　　アイフィス・インベストメント・マネジメ

ント株式会社

　株式会社東京ロジプロ

　株式会社キャピタル・アイ

　株式会社アイコス

　株式会社インフォーテック

②　非連結子会社の名称等

　　・主要な非連結子会社の名称等　主要な非連結子会社はありません。

　　・連結の範囲から除いた理由　　非連結子会社は小規模であり、総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれ

も連結計算書類に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の名称

　　・持分法適用の関連会社の数　　１社

　　・主要な会社等の名称　　　　　上海凱懿商貿有限公司

②　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

　　・主要な非連結子会社の名称等　主要な非連結子会社はありません。

　　・持分法を適用しない理由　　　持分法を適用しない非連結子会社は小規模

であり、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結計算書

類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため持分法を適用し

ておりません。
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(3) 連結子会社の事業年度に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

１）有価証券

イ．満期保有目的の債券　　　償却原価法（定額法）

ロ．その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売買原価は、移動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　移動平均法による原価法

２）棚卸資産

　仕掛品　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

１）有形固定資産　　　　　　　定率法

なお、主な耐用年数は４年～15年であります。

２）無形固定資産　　　　　　　定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては､ 

当社の利用可能期間（５年）に基づいており

ます。

③　重要な引当金の計上基準

１）貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上すること

としております。

２）賞与引当金　　　　　　　　従業員に対する賞与の支払いに備えるため､ 

将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負

担額を計上しております。
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④　退職給付に係る会計処理の方法

　連結子会社１社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給

付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を

適用しております。

⑤　重要な収益及び費用の計上基準

　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジ

ェクトについては工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他

のプロジェクトについては工事完成基準を適用しております。

　なお、当連結会計年度においては、工事進行基準を適用するプロジェクトは

ありません。

⑥　のれんの償却に関する事項

　のれんは、５年間または10年間で均等償却しております。

⑦　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理　　　　　税抜方式によっております。

２．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 153,317千円

３．連結損益計算書に関する注記

　該当事項はありません。
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)

普 通 株 式 10,242,000 － － 10,242,000

(2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度増加

株式数(株)
当連結会計年度減少

株式数(株)
当連結会計年度末

株式数(株)

普 通 株 式 582,237 － － 582,237

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

決議 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成27年3月20日
定時株主総会

48,298千円 5円 平成26年12月31日 平成27年3月23日

平成27年7月31日
取締役会

19,319千円 （注）2円 平成27年6月30日 平成27年8月31日

（注）１株当たり配当額２円は、記念配当であります。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度になるもの

　平成28年３月25日開催の定時株主総会の議案として、剰余金の処分として

期末配当に関する事項を次のとおり提案する予定であります。

・配当金の総額 53,128千円

・１株当たり配当額 5円50銭

・基準日 平成27年12月31日

・効力発生日 平成28年３月28日

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①  金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融商品に限定し、設備

投資等に必要な資金や短期的な運用資金等は、自己資金による方針であります。

デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外には行わないものとしております。

②  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、

当該リスクに関しては、与信管理規程に沿って取引先ごとの期日管理及び残高

管理を行いリスク低減を図っております。投資有価証券は、余剰資金を運用す

ることを目的とした金融資産であり、市場価格の変動リスクに晒されています

が、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。差入保証金は、

建物の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒され

ております。営業債務である買掛金や未払金は、そのほとんどが２ヵ月以内に

決済されるものであります。法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税を

いう。）及び事業税の支払額である未払法人税等は、そのほぼすべてが２ヵ月

以内に納付期限が到来するものであります。

　また、管理体制については、定められた運用資金の範囲内でのみ行うもので

あり、事前に稟議決裁を受けたうえで、実行及び管理を行っております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従

うこととしておりますが、当連結会計年度においてデリバティブ取引は行って

おりません。

③  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一

定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価

額が変動する場合があります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成27年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認め

られるものは、次表には含めておりません。詳細につきましては、「（注）２．」

をご参照ください。
（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 2,030,368 2,030,368 －

(2) 受取手形及び売掛金 400,422 400,422 －

(3) 投資有価証券

　①　満期保有目的の債券 112,383 111,354 △1,028

　②　その他有価証券 3,233 3,233 －

(4) 差入保証金 56,566 56,476 △90

資産計 2,602,974 2,601,855 △1,118

(1) 買掛金 203,402 203,402 －

(2) 未払金 78,743 78,743 －

(3) 未払法人税等 138,142 138,142 －

負債計 420,288 420,288 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、並びに(2）受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことか

ら、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所

の価格及び取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 差入保証金

　差入保証金の時価について、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り

等適切な利率で割り引いた現在価値によって算定しております。
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負　債

(1) 買掛金、及び(2) 未払金、並びに(3) 未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことか

ら、当該帳簿価額によっております。

２．関係会社株式（連結貸借対照表計上額2,360千円）及び関係会社出資金（連

結貸借対照表計上額55,914千円）については、市場価格がなく、かつ時価を把

握することが極めて困難と認められるため、上記表には含めておりません。

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 250円36銭

(2) １株当たり当期純利益 39円47銭

７．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（平成27年12月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金　　額 科 目 金　　額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

1,675,507

1,414,355

215,519

7,554

10,636

17,886

9,554

809,531

25,044

8,200

16,844

138,755

58,434

70,462

9,858

645,731

115,616

458,227

47,290

24,597

流 動 負 債 426,444

買 掛 金 152,238

未 払 金 47,880

未 払 費 用 1,795

未 払 法 人 税 等 115,395

未 払 消 費 税 等 24,053

前 受 金 57,802

預 り 金 18,942

賞 与 引 当 金 8,335

負 債 合 計 426,444

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,058,819

資 本 金 382,510

資 本 剰 余 金 438,310

資 本 準 備 金 438,310

利 益 剰 余 金 1,315,927

利 益 準 備 金 250

その他利益剰余金 1,315,677

繰越利益剰余金 1,315,677

自 己 株 式 △77,928

評価・換算差額等 △223

その他有価証券評価差額金 △223

純 資 産 合 計 2,058,595

資 産 合 計 2,485,039 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,485,039

（注）この貸借対照表における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成27年１月１日から
平成27年12月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,869,600

売 上 原 価 1,701,492

売 上 総 利 益 1,168,108

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 724,604

営 業 利 益 443,504

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,184

為 替 差 益 399

そ の 他 307 2,892

営 業 外 費 用

支 払 利 息 44

そ の 他 16 61

経 常 利 益 446,335

税 引 前 当 期 純 利 益 446,335

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 158,481

法 人 税 等 調 整 額 7,101 165,583

当 期 純 利 益 280,751

（注）この損益計算書における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成27年１月１日から
平成27年12月31日まで)

（単位：千円）

株　　主　　資　　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資　本
準備金

資本剰余金
合　　　計

利　益
準備金

その他利益
剰　余　金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 382,510 438,310 438,310 250 1,102,544 1,102,794

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △67,618 △67,618

当 期 純 利 益 280,751 280,751

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額(純 額)

事業年度中の変動額合計 － － － － 213,133 213,133

当 期 末 残 高 382,510 438,310 438,310 250 1,315,677 1,315,927

株　主　資　本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △77,928 1,845,685 7 7 1,845,693

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △67,618 △67,618

当 期 純 利 益 280,751 280,751

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額(純 額)

△231 △231 △231

事業年度中の変動額合計 － 213,133 △231 △231 212,902

当 期 末 残 高 △77,928 2,058,819 △223 △223 2,058,595

（注）この株主資本等変動計算書における記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券　　　　　償却原価法（定額法）

②　子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法

③　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売買原価は、移動平均法により算定）

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品　　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　定率法

なお、主な耐用年数は４年～15年であります。

②　無形固定資産　　　　　　　　定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては､ 

当社の利用可能期間（５年）に基づいており

ます。

(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上すること

としております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　従業員に対する賞与の支払いに備えるため､ 

将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額

を計上しております。

(5) のれんの償却方法及び償却期間　のれんは、10年間で均等償却しております。
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(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理　　　　　　税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 116,592千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 9,564千円

②　短期金銭債務 13,748千円

３．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

①　営業取引高 売上高 5,541千円

売上原価 146,468千円

その他 22,950千円

②　営業取引以外の取引高 156千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首
株 式 数 ( 株 )

当事業年度増加
株 式 数 ( 株 )

当事業年度減少
株 式 数 ( 株 )

当事業年度末
株 式 数 ( 株 )

普 通 株 式 582,237 － － 582,237
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５．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

繰延税金資産

未払事業税 8,363千円

賞与引当金 2,759千円

未払費用 396千円

減価償却費 646千円

その他有価証券評価差額金 106千円

資産除去債務 5,202千円

関係会社株式評価損 48,450千円

資産調整勘定 25,009千円

繰延税金資産小計 90,934千円

評価性引当額 △48,450千円

繰延税金資産合計 42,484千円

６．関連当事者との取引に関する注記

　該当事項はありません。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 213円11銭

(2) １株当たり当期純利益 29円06銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年２月12日

株式会社アイフィスジャパン

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 由 水 雅 人 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岩 下 万 樹 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アイフィスジャパンの平成27年
１月１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討
する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、株式会社アイフィスジャパン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年２月12日

株式会社アイフィスジャパン

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 由 水 雅 人 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岩 下 万 樹 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アイフィスジャパンの平
成27年１月１日から平成27年12月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ
の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成27年１月１日から平成27年12月31日までの第21期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年２月16日

株式会社アイフィスジャパン監査役会

常勤監査役（社外監査役）大政　和郎 

社外監査役 森部　　章 

社外監査役 長井　　治 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　期末配当に関する事項

　第21期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘

案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき５円50銭といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は53,128,697円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年３月28日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役５名選任の件

　取締役の６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、

取締役１名を減員し、取締役５名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

おお

大
さわ

沢
かず

和
はる

春

（昭和24年６月29日生）

昭和47年４月　富士ゼロックス株式会社入社
平成２年５月　国際電信電話株式会社入社
平成４年６月　セガエンタープライズ株式会社入

社
平成７年５月　当社設立、代表取締役（現任)
平成18年２月　アイフィス・インベストメント・

マネジメント株式会社取締役（現
任）

平成25年２月　株式会社インフォーテック代表取
締役（現任）

1,009,000株

２

の

野
ぐち

口
しょう

祥
ご

吾

（昭和45年11月21日生）

平成８年４月　株式会社大和総研入社
平成12年４月　ゴールドマン・サックス証券会社

入社
平成14年８月　KPMGコーポレートファイナンス株

式会社入社
平成15年９月　ヤフー株式会社入社
平成18年９月　当社入社
平成19年３月　当社取締役　管理担当
平成19年７月　株式会社キャピタル・アイ取締役

（現任）
平成21年３月　アイフィス・インベストメント・

マネジメント株式会社代表取締役
（現任）

平成28年１月　当社取締役　営業担当（現任）

4,000株

３

しら

白
ね

根
ひろ

裕
ひさ

久

（昭和42年11月20日生）

平成６年４月　トーイン株式会社入社
平成15年９月　アリコジャパン入社
平成17年６月　株式会社モーラネット入社
平成17年12月　当社入社
平成24年２月　株式会社東京ロジプロ取締役（現

任）
平成26年３月　当社取締役　営業担当（現任）

5,300株
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候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

４

おお

大
さわ

澤
ひろ

弘
き

毅

（昭和54年９月25日生）

平成15年４月　エヌケートレーディング株式会社
入社

平成20年４月　株式会社国際交流センター入社
平成22年１月　当社入社
平成25年３月　当社取締役　営業担当
平成27年12月　株式会社東京ロジプロ監査役（現

任）
平成27年12月　株式会社アイコス監査役（現任）
平成27年12月　株式会社インフォーテック監査役

（現任）
平成28年１月　当社取締役　管理担当（現任）

200,000株

５

いわ

岩
はし

橋
とし

淑
ゆき

行

（昭和24年２月７日生）

昭和47年４月　富士ゼロックス株式会社入社
平成５年５月　太陽ハウス株式会社入社
平成10年４月　同社専務取締役
平成16年３月　当社取締役（現任）
平成20年８月　太陽ハウス株式会社代表取締役（現

任）

40,000株

（注）1.　各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.　上記取締役候補者の有する当社の株式数は、平成27年12月31日現在のものであります。
3.　岩橋淑行氏は、社外取締役候補者であります。
4.　岩橋淑行氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。

異業種での経営者としての経験を活かし、当社の経営全般に対する監査及びチェック機能
を果たしていただくことで、当社の経営全般が更に強化できるものと判断したものであり
ます。

5.　岩橋淑行氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本
総会終結の時をもって12年となります。

6.　当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任
を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めておりますが、社外取締役候補者
岩橋淑行氏と当社の間で、当該責任限定契約を締結しておりません。なお、岩橋淑行氏の
選任が承認されましても、当該責任限定契約を締結する予定はありません。

7.　当社は、岩橋淑行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
　　同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き独立役員とする予定であります。

以上
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〈メ　モ　欄〉
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〈メ　モ　欄〉
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都千代田区西神田三丁目２番１号

住友不動産千代田ファーストビル南館

ベルサール神保町　３階会議室

TEL 03－3263－9621

ホテル
メトロポリタン
エドモント

ベルサール
九段

北の丸スクエア

専修大学

新宿線

半蔵門線

みずほ銀行

至小川町

三菱東京UFJ銀行

水道橋西通り

専大通り

ヴィラフォンテーヌ
九段下

白山通り

三
田
線

東
西
線

目
白
通
り

外堀通り

東京ドーム

A2

JR中央・総武線

首都高速

ホテル
メトロポリタン
エドモント

ベルサール
九段

７

北の丸スクエア

りそな銀行

５

西神田ランプ

専修大学

サンクス

靖国通り

新宿線

半蔵門線

みずほ銀行

A2

みずほ銀行
至小川町

三菱東京UFJ銀行

セブン・イレブン

水道橋西通り

専大通り

ヴィラフォンテーヌ
九段下

白山通り

三菱東京
UFJ銀行

至御茶ノ水西
口

三
田
線

東
西
線

目
白
通
り

ホ
テ
ル

グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ス

水
道
橋
駅

JR水道橋駅

神保町駅
九段下駅

飯
田
橋
駅

ベルサール神保町
(住友不動産千代田ファーストビル南館)

A5

東口

交通 ・九段下駅「７番出口」　　　徒歩３分（東西線）

「５番出口」　　　徒歩４分（半蔵門線・新宿線）

・神保町駅「Ａ２出口」　　　徒歩５分（半蔵門線・新宿線・三田線）

・水道橋駅「西　　口」　　　徒歩９分（ＪＲ線）

「Ａ２出口」　　　徒歩11分（三田線）

・飯田橋駅「Ａ５出口」　　　徒歩９分（東西線）

「東　　口」　　　徒歩12分（ＪＲ線）

◎お願い　当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、

お車でのご来場はご遠慮願います。

地図


